
このたび、滋賀県家庭教育協力企業協定制度（しがふぁみ）は、全国知事会長より、

優秀政策として表彰を受けました。これもひとえに皆様の御理解と御支援のたまもの

と感謝申しあげます。

今後も本制度の取組を推進し、家庭の教育力の向上に向けて、社会全体で子どもの

育ちを支える気運の醸成に努めて参りますので、よろしくお願い申しあげます。

優秀政策（ベストプラクティス）とは

全国知事会では、地方の政策立案能力の向上を図るため、各都道府県が取り組む先

進的な政策を「先進政策バンク」として登録し、その中から優秀政策および先進政策

大賞を選定し、表彰しています。

今年度は、「先進政策バンク」に登録されている全国２，３２５件の中から、各都

道府県による第一次選定、全国知事会頭脳センター専門委員による第二次選定を経

て、２７の優秀政策（ベストプラクティス）が選定されました。

これまでの実績

○協定締結事業所数

平成１８年度 １３５事業所

平成１９年度 ６５１事業所

平成２０年度 ７４１事業所

平成２１年度 ９０４事業所

平成２２年度１，００８事業所

１，０５６事業所※（H.23.12.01 現在)
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